
2026 年 6 月改定 

API サービス（銀行残高即時反映）利用規定 新旧対照表 

※下線部変更 

新 旧 

（規定の趣旨） 

第１条 この規定は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社（以下「当社」といいます。）が、その締結する電

子決済等代行業に係る契約の相手方の株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行（以下「銀行」といいます。）と連携して提供する「Ａ

ＰＩサービス（銀行残高即時反映）」（以下「本サービス」とい

います。）の利用に関する取決め（以下「本規定」といいま

す。）です。 

２ お客さまの本サービス利用に係る権利義務関係は、本

規定に別段の定めがある場合を除き、銀行のＡＰＩサービ

スに関する規定の他、当社の証券取引約款、オンライント

レード・テレフォントレード利用規定、自動振替サービス取

扱規定その他の約款および規定等の定めるところによりま

す。 

 

（本サービスの内容） 

第２条 お客さまは、本サービスを利用して、当社が銀行

から取得したお客さまの預金口座の残高情報及びその取

得日時を、オンライントレードの画面上にて閲覧することが

できます。なお、当社は銀行から取得した情報を提供する

にとどまり、提供情報の正確性について保証するものでは

ありません。 

２  本サービスは、当社が銀行法第 2 条第 22 項に定める

電子決済等代行業者（以下「電子決済等代行業者」とい

います。）として提供するサービスであり、銀行が提供する

サービスではありません。 

 

（本サービスの利用の申込み） 

第３条  お客さまは次の（１）から（４）のすべてを満たして

いる場合、当社が定める方法により本サービスをお申込み

いただくことができます。 

（１） 銀行との間でインターネットバンキングサービス及び

ＡＰＩサービスをご利用いただいていること 

（２）オンライントレード・テレフォントレード利用規定に定め

る「オンライントレード」をご利用いただいていること 

（３）「自動振替サービス」をご利用いただいていること 

（４）本サービスの内容を理解し、お客さまの責任において

ご利用いただけること 

２  お客さまの銀行における預金口座は、当社における

口座名義と同一名義のものとしていただきます。 

３  当社は、お客さまが本サービスをご利用いただくことが

不適当であると認めた場合には、本サービスのお申込み

をお断りすることがあります。 

 

（本サービスの利用）  

第４条 本サービスは、「オンライントレード」を通じて、ご利

用いただくことができます。 

（規定の趣旨） 

第１条 この規定は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社（以下「当社」といいます。）が、その締結する電

子決済等代行業に係る契約の相手方の株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行（以下「銀行」といいます。）と連携して提供する「Ａ

ＰＩサービス（銀行残高即時反映）」（以下「本サービス」とい

います。）の利用に関する取決め（以下「本規定」といいま

す。）です。 

２ お客さまの本サービス利用に係る権利義務関係は、本

規定に別段の定めがある場合を除き、銀行のＡＰＩサービ

スに関する規定の他、当社の証券取引約款、オンライント

レード・テレフォントレード利用規定（追加）その他の約款

および規定等の定めるところによります。 

 

 

（本サービスの内容） 

第２条 お客さまは、本サービスを利用して、当社が銀行

から取得したお客さまの預金口座の残高情報及びその取

得日時を、オンライントレードの画面上にて閲覧することが

できます。なお、当社は銀行から取得した情報を提供する

にとどまり、提供情報の正確性について保証するものでは

ありません。 

２  本サービスは、当社が銀行法第 2 条第 18 項に定める

電子決済等代行業者（以下「電子決済等代行業者」とい

います。）として提供するサービスであり、銀行が提供する

サービスではありません。 

 

（本サービスの利用の申込み） 

第３条  お客さまは次の（１）から（４）のすべてを満たして

いる場合、当社が定める方法により本サービスをお申込み

いただくことができます。 

（１） 銀行との間でインターネットバンキングサービス及び

ＡＰＩサービスをご利用いただいていること 

（２）オンライントレード・テレフォントレード利用規定に定め

る「インターネットトレード」をご利用いただいていること 

（３）「自動振替サービス」をご利用いただいていること 

（４）本サービスの内容を理解し、お客さまの責任において

ご利用いただけること 

２  お客さまの銀行における預金口座は、当社における

口座名義と同一名義のものとしていただきます。 

３  当社は、お客さまが本サービスをご利用いただくことが

不適当であると認めた場合には、本サービスのお申込み

をお断りすることがあります。 

 

（本サービスの利用） 

第４条 本サービスは、「インターネットトレード」を通じて、

ご利用いただくことができます。 



新 旧 

 

（第５条～第８条 内容変更なしのため省略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

2026 年 6 月 

 

（第５条～第８条 内容変更なしのため省略） 

 

（電子決済等代行業に係る説明事項）  

第９条 当社は電子決済等代行業者としての本サービス

提供につき、銀行法および銀行法施行規則に従い、以下

の通り明示いたします。  

（１）電子決済等代行業者の商号および住所  

商号：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社  

住所：東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号  

（２）電子決済等代行業者の権限に関する事項  

当社は電子決済等代行業者として、銀行法第 2 条第 17 

項第 2 号に掲げる電子決済等代行業に係る行為を行うも

のであり、銀行を代理する権限を有しません。  

（３）電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項  

本規定の他、当社の証券取引約款、オンライントレード・テ

レフォントレード利用規定その他の約款および規定等の

定めに従います。  

（４）電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相

談に応ずる営業所又は事務所の連絡先  

お客さま相談室 03-6742-4900（平日 9：00～17：00）  

（５）銀行法第 52 条の 61 の 4 第 1 項第 2 号に掲げる

登録番号  

関東財務局長（電代）第 43 号  

（６）本サービスのご利用手数料、報酬若しくは費用の金

額若しくはその上限額又はこれらの計算方法  

当社は、本サービスに関して個別の手数料は定めておら

ず、本サービスの利用料金は請求しておりません。  

（７）本サービスの契約期間及びその中途での解約時の取

扱い  

契約期間： 本サービス利用申込み手続き完了後から、本

規定等に基づく解約時まで 

中途での解約時の取扱い：  解約に伴う手数料、報酬又

は費用の支払いは生じません  

（８）お客さまに係る識別符号等の取得有無  

当社はお客さまからＩＤ・パスワード等の識別符号等を取

得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合がありま

す。 

 

以上 

2020 年 12 月 

以 上 


